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1.長寿命化計画概要 

・計画対象期間 

計画対象期間は、2024 年度～2033 年度の 10 年間とする。 

・準拠する長寿命化計画の指針 

「公園施設長寿命化計画策定指針(案)【改訂版】」 

（平成 30 年 10 月：国土交通省都市局公園緑地・景観課)（以下、「国交省指針」） 

・計画策定の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都 市 公 園 長 寿 命 化 計 画 に つ い て  

 

・基本方針の見直し 

・試算（トライアル） 

・平準化 

過年度策定業務 

計画策定 

・公園施設（予防保全）の長寿命化対策の検討 

・公園施設（予防保全）の長寿命化対策による 

効果の算出 

・年次計画の検討 

・公園施設長寿命化計画書の作成 

令和 4 年度本業務 

データ取込 

平成 24 年度 都市公園施設長寿命化計画策定業務委託 

（「公園施設長寿命化計画策定要領」（平成 21 年 8 月北海道建設部まちづくり局都市環境課） 

（以下、「道要領」）に基づき実施） 

調査 

・公園施設予備調査（4公園を対象） 

・健全度調査（一般施設、遊戯施設、建築物） 

 

（「公園施設長寿命化計画策定指針(案)【改訂版】」（平成 30 年 10 月国土交通省 

都市局公園緑地・景観課)（以下、「国交省指針」）に基づき実施） 

報告書の作成 

資料４ 

7～ 8 月：調査準備 

9～10 月：予備・健全度調査 

 

 

 

 

10～11 月：基本方針の策定 

 

10～12 月：長寿命化対策の検討 

 

11～12 月：LCC の算出 

 

11～12 月：計画書の作成 

 

 

 

 

 

12～1 月：報告書の作成 
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・対象公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.調査点検概要 

①対象施設 

本業務において対象となる施設は、「国交省指針」に記載されている施設のうち主要なもので

あり、対象とする施設は、一般施設（園路広場、修景施設、休養施設、運動施設、教養施設、便

益施設、管理施設、遊戯施設、建築物を対象とする。 

②予備調査 

対象施設については、予備調査を行い、対象施設の数、位置等を把握するとともに予防保全型

管理候補となる施設の分類を行う。予防保全型管理候補となった施設については、構造材・消耗

材の劣化損傷の状況について健全度調査を行い、性能の低下状況について判定を行う。 

③健全度調査、長寿命化計画対象施設数 

本業務での一般施設健全度調査対象施設数及び遊具の対象施設、一般施設の事後保全型施設及

び建築物の施設数を現地調査にて確認し、確定させる。 

④健全度判定 

調査の結果を基に、早期の部分的補修や更新が必要となる「C」・「D」判定を確認する。 

重大な事故につながる恐れのある「D」判定についても同様に確認する。 

 

 

 

 

健全度 評価基準 

Ａ 
・全体的に健全である。 
・緊急の補修の必要はないため、日常の維持保全で管理するもの。 

Ｂ 
・全体的に健全だが、部分的に劣化が進行している。 
・緊急の補修の必要性はないが、維持保全での管理の中で、劣化部分について定期的な観察が必要なもの。 

Ｃ 
・全体的に劣化が進行している。 
・現時点では重大な事故につながらないが、利用し続けるためには部分的な補修、もしくは更新が必要なもの 

Ｄ 
・全体的に顕著な劣化である。 
・重大な事故につながる恐れがあり、公園施設の利用禁止あるいは、緊急な補修、もしくは更新が必要なもの 

公園数 面積(ha) 公園数 面積(ha) 公園数 面積(ha)
13 63.08 4 16.54 4 16.54

大空町全体 R4本業務H24業務
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3.基本方針 

①長寿命化のための基本方針の設定 

②日常的な維持保全に関する基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 安全で快適な公園及び公園施設整備により、公園利用者が安心できる都市公園を町⺠に提供する。 
○ 公園周辺の社会条件や地域住⺠のニーズに沿った効果的な補修・更新計画とする。 
○ 計画的な安全点検及び補修による「予防保全的管理」により、施設機能の向上や保持、さらにはライフ

サイクルコストの縮減をはかる。 
○ 幅広い年代の町⺠が集い、親⼦のふれあいやコミュニケーションの場を提供できる公園として機能し 

続けるための⻑期的な展望をもった修繕・改築計画とする。 

○ 健全度調査による総合判定と緊急度判定などを勘案し、効果的な補修・更新計画とする。 
○ 当該計画に基づく⻑寿命化計画を進めながら、公園施設の利用状況、劣化進捗度、財政状況などを勘案

し、適宜見直しに努めるものとする。 
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4.長寿命化対策の検討 

①緊急度の設定 

公園施設の更新・補修の年次計画を策定するにあたり、予算の平準化を行う際の優先順位を決

定するため、緊急度の設定を行う。 

 

予算平準化のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の緊急度は、「施設の健全度評価」と「考慮すべき事項」から設定する。健全度評価が A

または B の施設は「緊急度・低」となり、健全度評価 D の施設は「緊急度・高」となる。健全

度評価 C の施設は、その施設が遊戯施設か、一般施設で予防保全型管理施設かつ、調査時にお

ける経過年数が使用見込み期間の 9 割を超過しているか、により「緊急度・高」または「緊急

度・中」とする。 

 

「考慮すべき事項」の設定 

①遊戯施設 

②一般施設で、予防保全型管理施設かつ使用見込み期間の 9 割超過した施設 

③直近で更新予定としている施設 

 

緊急度判定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前倒し 先送り

平準化
コスト

経過年 経過年

コスト



5 

 

②管理類型の設定 

「国交省指針」では、計画的な管理を行う公園施設における予防・事後の類型化は、予防保全

型候補とした施設については、ライフサイクルコストの縮減効果があるかないかで判定する仕

組みとなっている。あらかじめ事後保全型とする施設は、あきらかにライフサイクルコストの縮

減効果が得られない施設や有効な長寿命化対策がない施設を選定することとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画対象となる施設の管理類型は、「国交省指針」の管理方針を参考に設定した。 

 

・施設別管理類型（P9 別添資料 1 参照） 
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③使用見込み期間の設定 

健施設の使用見込み期間は、「主な公園施設と処分制限期間」（「国交省指針」参考資料集）に

よる処分制限期間を踏まえ設定する。 

 

上記表に示す設定をそのまま適用すると、処分制限期間の大小の関係が使用見込み期間で逆

になるケースが存在するため、補正した使用見込み期間を適用する。 

また予防保全型管理の施設については、経過年数が使用見込み期間をすでに超えているもの

があり、中には劣化判定の評価が良い施設もあることから、現状の劣化判定の度合いを基に延長

期間率を乗じて算出する。以下に、施設の処分制限期間が 10 年の場合の例を挙げる。（平準化前

の参考例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事後保全型管理 

使用見込み期間から算定した更新見込み年度に更新費を設定する。 

経過年数が使用見込み期間よりも長い場合は、更新年（平準化前の初期設定）は、2024 年度に設定する。 

 

・予防保全型管理 

ケース 1 

経過年数が使用見込み期間よりも短い場合は、使用見込み期間まで施設の長寿命化を行う。なお、健全

度判定が D評価施設の更新年（平準化前の初期設定）は、2024 年度に設定する。 

ケース 2 

経過年数が使用見込み期間よりも長い場合は、更新年（平準化前の初期設定）は、2024 年度に設定する。 

 

 

対象施設 
事後保全型管理における 

使用見込み期間 

予防保全型管理における 

使用見込み期間 

処分制限期間 

の採用値 

処分制限期間が 

20 年未満の施設 
処分制限期間の 2倍 処分制限期間×2.4 「主な公園施設と 

処分制限期間一覧」 

（「国交省指針」） 

 

処分制限期間が 

20 年以上～40 年未満の施設 
処分制限期間の 1.5 倍 処分制限期間×1.8 

処分制限期間が 

40 年以上の施設 
処分制限期間の 1倍 処分制限期間×1.2 
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5.各対策費用 

①維持保全費 

全ての対象施設について、維持保全費を設定する。 

維持保全費は、直近の公園緑地・管理経費から、全施設の合計更新費より加重平均し算出する。

各施設の割り当てはこの係数に各更新費を乗じて計上する。 

なお、維持保全費は、設置年次より計上する。（維持保全サイクルは 1 年） 

②健全度調査費 

・遊戯施設 

遊戯施設の健全度調査費は、遊戯施設の合計更新費より加重平均し算出する。各施設の割り当

てはこの係数に各更新費を乗じて計上する。 

なお、計画の健全度調査サイクルは 1 年として設定する。 

・一般施設（予防保全型） 

一般施設の健全度調査費は、本業務での委託業務費（経費込）から、一般施設（予防保全型）

の合計更新費より加重平均し算出する。各施設の割り当てはこの係数に各更新費を乗じて計上

する。 

なお、計画は更新見込み年度の前年度と本業務の調査年度より 5 年後の 2027 年度から 5 年サ

イクルで計上する。（調査年度が2年続く場合は、更新見込み年度の前年度の調査は計上しない） 

③補修費 

摩耗や傷などにより部材が露出したままで放置すると、美観を損ねるだけでなく、部材の腐朽

が急速に進む危険があり、変状の有無にかかわらず、腐朽防止と美観保持の目的から、定期的に

塗装の塗直しを行う。 

補修サイクルは、鋼材 7 年、木製 5年を標準とする。 

④更新費 

更新費は、現状と同程度の施設を新たに設置した場合を想定し、見積り単価を作成する。経費

率は直近での実績及び将来的な上昇を考慮し 100％とする。 
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・本概要版で使用する主な用語の整理 

・健全度調査 ： 現地において、公園施設の構造材及び消耗材などの劣化や損傷の状況を目視等により確

認する調査のことをいう。その内、大空町で毎年実施している公園遊具定期点検業務は、

遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S:2014））等に基づく点検を指す。 

・健全度判定 ： 健全度調査で得られた情報をもとに、公園施設ごとの劣化や損傷の状況や安全性などを

確認し、公園施設の補修、もしくは撤去・更新の必要性について、総合的な評価と判定を

行うことをいう。判定は、四段階：Ａ（全体的に健全）、Ｂ（部分的に劣化が進行）、Ｃ（全

体的に劣化が進行）、Ｄ（全体的に顕著な劣化）で行う。 

・緊急度判定 ： 「健全度判定」及び「考慮すべき事項」から設定した緊急度を三段階（高・中・低）に

評価することをいう。 

・予防保全型管理 ： 施設の日常的な維持保全や点検を行うほか、施設の劣化や損傷の進行を未然に防止し長

持ちさせることを目的に、計画的な補修を行うよう管理する方法をいう。 

・事後保全型管理 ： 施設の日常的な維持保全や点検を行い、修繕等による対応で施設の機能が果たせなくな

る段階で取り換えるよう管理する方法をいう。 

・処分制限期間 ： 国庫補助事業で取得した財産については、「補助金などに係る予算の執行の適正化に関

する法律（以下、「適化法」）第 22 条に、「補助事業などにより取得し、又は効用の増加し

た財産は承認を受けないで、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は

担保に供してはならない。」と規定されている。処分制限期間とは「適化法」第 22 条に基

づく制限を受ける期間のことであり、公園施設については、国交省所管補助金など交付

規則別表第 3 に掲げている。 

・使用見込み期間 ： 公園施設ごとのライフサイクルコストを算定するため、実際に使用が可能と想定される

使用期間の目安として設定する期間のことを指す。 

・維持保全費 ： 維持保全、日常点検、定期点検を行うために必要となる費用の合計をいう。 

  維持保全：公園施設の日常的な維持管理として行う清掃、保守、修繕を指す。 

  修繕：公園施設の維持保全のうち、部分的な修復や消耗材の部品交換などを指す。（部材

の交換が伴わないボルト・金具などの交換など） 

・健全度調査費 ： 健全度調査に要する費用を指す。定期点検の費用は健全度調査費として計上する。 

・補修費 ： 予防保全型管理において、施設の寿命を延ばすことを目的に行う、大幅な修理や交換に

要する費用を指す。（塗装や耐久性の高い材料への部材交換など） 

・更新費 ： 公園施設の取り替えや、新しく作り直すことに要する費用を指す。 

・長寿命化対策 ： 予防保全型管理において、公園施設の使用見込み期間の延伸及びライフサイクルコスト

の縮減に寄与する定期的な健全度調査や補修を指す。 

・ライフサイクルコスト（以下、LCC）：公園施設の使用見込み期間中に生ずる費用のうち、「毎年の維持保全

費」、予防保全型管理において施設の寿命を伸ばすことを目的に実施する「定期的に実施

する健全度調査費用」、「補修に関する費用」、「撤去・更新に関する費用」の 4項目の合計

を指す。 
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・別添資料 1 


